
Ø　ＲＴＧＳ化（日銀当預決済）
Ø　新為替決済制度（内国為替制度）

金融機関が担う社会的インフラの一層の強化個別金融機関の経営基盤強化

決済機能の保護

⇒　金融システム全体の効率化

Ø　流動性供給スキームの改善（内国為替制度）
Ø　チェック･トランケーションの導入（手形交換制度）

+

金融庁検査･監督： 流動性リスク管理態勢の確認、システム･リスクのチェック、システム統合リスク
　　　　　　　　の拡大に対応した検査マニュアル別冊の作成等
日銀考査　　　 ： 日常的な流動性リスク管理や資金繰り逼迫時を想定した緊急時対応のチェック　

具体策

政策目標

破綻処理の迅速化　　

破綻時点での仕掛り中
の決済の適切な完了

破綻時にも安全確実
な決済手段を確保　　　　　

全額保護の『決済用預金』

政策目標の両立

預金保険機構の資金貸付により、
仕掛り中の決済を終える措置

ペイオフ解禁

　＜有事の対応（初期消火）＞

検討中の課題

　「決済機能の安定確保のための方策について」

名寄せデータ整備等の更なる充実

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　現　状
Ø　名寄せに必要な預金者データの整備等の義務付け
Ø　営業譲渡に関する代替許可制度の導入
Ø　営業譲渡等に伴う債権者保護手続等の特例等

Ø　別段預金に経理されているものを保護

Ø　流動性預金を15年3月末まで全額保護

＜その他＞
スウィ－プ口座等民間の創意工夫による決済サービスの提供

　＜平時の対応（防火対策）＞
13年1月

金融審議会答申



　

　普通預金
別段預金

(利息のつかないもの) 当座預金

「決済用預金」にあたるもの

利息のつかない
普通預金

誰でも開設できる
当座預金

平成14年3月まで 平成14年4月～
平成15年3月まで

（注）

　合算して元本1000万円
までとその利息

合算して元本1000万円
　までとその利息

全額保護

全額保護

全額保護

全額保護

全額保護

別段預金

当座預金

普通預金

定期預金等

答申に示された
その後の姿

全額保護

全額保護
全額保護

＝金利ゼロのもの

Ø　要求払い
Ø　決済サービスを提供できること
Ø　金利ゼロ

決済用預金とは　

預金保護の姿

『決済用預金』
にあたるもの
は全額保護

（注）　　　　　　　　　　　　　
　「決済用預金」という新た
な預金ができるのではなく、
金利ゼロなどの条件に該
当する実際の預金が全額
保護される。

(注）別段預金で利息のつくものについては、他の預金と合算して

　元本1000万円までとその利息を保護


